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            主       文 

       本件控訴を棄却する。 

            理       由 

第１ 本件控訴の趣意は、主任弁護人安原伸人、弁護人船木誠一郎、同二瓶祐司、

同若杉朗仁及び同中島正博共同作成の控訴趣意書並びに被告人作成の控訴趣意

書記載のとおりであり、論旨は、不法な公訴受理、訴訟手続の法令違反、事実

誤認及び法令適用の誤りの主張である（なお、被告人作成の控訴趣意書につい

て、主任弁護人は、事実誤認を主張する趣旨である旨釈明した。）。 

第２ 原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、以下のとおりである。 

   被告人は、福岡県宗像市内の保育園（以下、単に「保育園」という。）で副

園長兼保育士として勤務していたものであるが、 

 １ 平成３０年６月２７日午前９時３６分頃、同園２階の保育室において、保育

士Ｃ（当時３３歳）に対し、その顔面を平手で２回たたく暴行を加えて、全治

約５日間を要する下口唇挫傷を負わせた（原判示第１。以下「第１事件」とい

う。）。 

 ２ 同年８月２７日昼頃、同園２階北側のルーフテラスにおいて、保育士Ｆ（当

時３４歳）に対し、その下顎を正面から平手で１回押す暴行を加えた（原判示

第２。以下「第２事件」という。）。 

 ３ 同年１０月上旬頃、同園２階廊下において、Ｆに対し、その顔面の両側から

左右の頬に手のひらを打ち付けてたたく暴行を加えた（原判示第３。以下「第

３事件」という。）。 

 ４ 同年１１月２９日から同年１２月２８日までの間に、同園２階廊下において、

Ｆに対し、その顔面を手に持ったレポート用紙つづりで１回たたく暴行を加え

た（原判示第４。以下「第４事件」という。）。 

 ５ 令和元年６月２６日午前７時５分頃から同日午後５時５０分頃までの間に、

同園２階ホールにおいて、園児Ａ（当時６歳）に対し、その右頬を平手でたた
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く暴行を加えて、全治約１週間を要する顔面打撲傷を負わせた（原判示第５。

以下「第５事件」という。）。 

 ６ 同年７月２２日午前７時５０分頃から同日午後５時３７分頃までの間に、同

園２階トイレにおいて、園児Ｄ（当時６歳）に対し、その背中及び頭部を押し

て、Ｄを転倒させ、その顔面を床面に打ち付けさせる暴行を加えて、全治約５

日間を要する下口唇挫創の傷害を負わせた（原判示第６。以下「第６事件」と

いう。）。 

 ７ 同年９月１９日午後１時３分頃から同日午後１時８分頃までの間に、同園２

階地域子育て支援室において、園児Ｇ（当時５歳）に対し、その左側から胸ぐ

らをつかんで引っ張り、更にその着衣をつかんで引っ張った上、背中を押すな

どの暴行を加えた（原判示第７。以下「第７事件」という。）。 

 ８ 同日午後１時５３分頃、同園２階保育室において、園児Ｈ（当時３歳）に対

し、その着衣をつかんで室外へ引っ張り出す暴行を加えた（原判示第８。以下

「第８事件」という。）。 

第３ 不法な公訴受理の主張について 

 １ 論旨は、第４事件について、これに対応する起訴状記載の公訴事実は、その

犯行日が「平成３０年１１月２９日から同年１２月２８日までの間」とされて

おり、暴力行為等処罰に関する法律違反の罪への訴因等の変更請求書記載の公

訴事実も同事件の犯行日の記載は同じであって、刑訴法２５６条３項が求める

程度の特定を欠いているから、原裁判所（以下、第３及び第４において「裁判

所」という。）は、刑訴法３３８条４号に基づき公訴棄却の判決をしなければ

ならなかったのに、これをせずに実体判決をした点で、不法に公訴を受理した

（刑訴法３７８条２号）違法がある、というのである（なお、主任弁護人は、

釈明義務違反の点は、同号の主張に関連する経緯として記載したものであり、

この点について別に刑訴法３７９条の訴訟手続の法令違反を主張する趣旨では

ないと釈明した。）。 
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２ 原審弁護人（以下、第３ないし第５において「弁護人」という。）は、第４

事件の訴因は特定されていないと主張した。これに対し、原判決は、同訴因に

ついて、検察官が、ＬＩＮＥの記録や書面等をＦの供述と突き合わせ、証拠上

絞り込める範囲でその日時を特定したものと認められ、刑訴法２５６条３項に

違反していないと判断した。 

３ この原判決の判断は正当であり、当裁判所も是認できる。 

すなわち、第４事件の犯行日を特定する主な証拠は、Ｆの供述であるところ、

Ｆは、原審公判では、被告人にレポート用紙で顔面をたたかれた日について、

後記第５の３ ウ、エのとおり証言している。原審で取り調べた証拠をみても、

Ｆ証言以上に同犯行日を特定できる証拠はなく、また原審当事者から、Ｆの捜

査段階の供述その他の犯行日をより特定することに資する証拠があるとの主張

もなされていない。そして、原審検察官（以下、第３及び第４において「検察

官」という。）の冒頭陳述をみると、検察官は、第４事件について、被告人が

Ｆの顔をレポート用紙つづりでたたいたのは、上記期間内で、「保育園２階廊

下において、被告人の指示で保育園児にブリッジ歩きをさせていたＦが被告人

にその進捗状況を報告しようとした際」であると主張しており、当該暴行はそ

の機会に１回なされた行為として起訴しているとみられ（原審第１回公判調書

添付の冒頭陳述要旨第２の３ ）、被告人にとって防御の対象が特定されてい

ないことによる支障が生じているとはいえない。実際、弁護人は、第１回公判

期日前に複数回行われた打合せの機会においても、第１回公判期日においても、

第４事件の公訴事実について、訴因の特定を欠いている旨の主張をしたり、そ

の特定に関する検察官の釈明を求めたりせず、同期日においても、弁護人が１

の訴因等変更請求に異議はない旨の意見を述べ、被告人があらかじめ用意した

書面に基づき、同事件については「平成３０年１１月２９日から同年１２月２

８日までの間、保育園で、レポート用紙つづりでＦの顔面をたたくということ

はしていない」旨の陳述をし、弁護人も被告人が述べたとおりであるとして無
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罪を主張している。その後の審理を見ても、特段防御に支障があったことはう

かがわれない。 

以上によれば、第４事件について、訴因の特定に欠けるところはなく、裁判

所が不法に公訴を受理した（法３７８条２号）違法はない。 

第４ 訴訟手続の法令違反の主張について 

 １ 論旨は、第７及び第８事件について、裁判所は、第１ないし第６事件と実体

法上一罪に当たることを前提に、暴力行為等処罰に関する法律違反の罪（同法

１条の３第１項前段。以下「常習傷害罪」という。）への訴因及び罰条等の変

更を許可しているところ、原判決においては、全事件が併合罪の関係にあると

判断しており、本来、その心証を形成した段階で、先にした訴因等変更許可決

定を取り消す義務があるのにそれをしなかった原審の訴訟手続には、判決に影

響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反（刑訴法３７９条）がある、と

いうのである。 

 ２ この点に関し、原審の審理経過は、概要以下のとおりである。 

 被告人について、Ａに対する傷害被告事件（第５事件）、Ｃに対する傷害

被告事件（第１事件）、Ｄに対する傷害被告事件（第６事件）及びＦに対す

る暴行被告事件（第２ないし４事件）が、順次起訴された。 

 令和２年３月３１日、検察官は、 の各事件にＧ及びＨに対する各暴行の

事実（第７及び第８事件）も加え、これらを常習として行ったとする常習傷

害罪への訴因等の変更を求める訴因並びに罪名及び罰条変更請求書を提出し

（以下、「本件訴因等変更請求」といい、同書面を「本件訴因等変更請求書」

という。）、同年４月１日、同請求書謄本が被告人に送達された。 

 第１回公判期日（同年６月１８日）において、弁護人は本件訴因等変更請

求について異議がないとの意見を述べ、裁判所は同請求を許可し（以下「本

件決定」という。）、検察官が本件訴因等変更請求書を朗読して、被告人に

よる各事実についての陳述が行われた。 
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 その後、証拠調べ期日が重ねられ、第７及び第８事件の関係では、弁護人

から同意の意見が述べられた書証のほかに、Ｇ及びＨの父並びに保育士Ｋが

証人として取り調べられ、被告人質問も行われた。 

 弁護人は、第２６回公判期日に行った弁論において、常習性は認められな

い旨主張した。 

 裁判所は、本件決定を取り消すことはなく、第２７回公判期日において、

被告人に対し、原判決を宣告した。そこでは、第１ないし第８事件について、

各傷害及び暴行が常習として行われたとは認められないとして常習傷害罪の

成立は否定され、第２の各罪が個別に成立し、それらは併合罪の関係にある

と判断された。 

３ 当裁判所の判断 

原判決が、第７及び第８事件について、先に起訴されていた第１ないし第６

事件とは公訴事実の同一性を欠くとの判断をしていることは、所論のいうとお

りである。 

しかし、本件で、原判決のそのような判断内容の故に裁判所が原判決の宣告

に先立って本件決定を取り消さなければならない義務があるとはいえない。す

なわち、まず、本件訴因等変更請求書に常習傷害の訴因として掲げられた事実

は、それまでに起訴されていた傷害及び暴行の各事実（第１ないし第６事件）

と公訴事実の同一性があり、本件決定は適法になされたものである。裁判所が、

証拠調べの結果、常習性は認められないとの判断に至ったからといって、本件

決定が違法となるものではない。 

そして、本件決定により変更が許可された訴因は、常習として第１ないし第

８事件を行ったとするものであるところ、一罪の関係にあるとはされているも

のの、第１ないし第８事件のいずれも、被害者、日時又は日にち、場所、暴行

の態様及び傷害結果（第１、第５及び第６事件）の記載により、他の事実と区

別でき、かつ暴行罪ないし傷害罪の構成要件に該当するかどうかを判定するに



 

- 6 - 

足りる程度に具体的に明らかにされている。それゆえ、常習性が認定されず、

個別の暴行罪ないし傷害罪の成否が判断対象になるとしても、審判対象は画定

されており、その観点から防御に支障が生じるとはいえない。 

また、本件で、被告人に対しては、起訴状謄本を送達する場合と同様に、訴

因等変更請求書謄本が送達されており、その送達から、刑訴法及び刑訴規則所

定の猶予期間（５日以上）をおいてその第１回公判期日が開かれ、起訴状の朗

読と同様に、検察官が訴因等変更請求書を朗読し、被告人及び弁護人が事件に

ついて陳述する機会も設けられている。そうすると、手続保障の観点から見て

も、裁判所が、常習性を認定できないことを理由として本件決定を取り消すこ

となく、当初から複数の傷害ないし暴行を含む常習傷害罪で起訴された事案に

おけると同様に、第７及び第８事件について暴行罪の成否を判断することによ

って、被告人側の防御に支障が生じるとはいえない。 

被告人側の原審での実際の対応を見ても、第７及び第８事件について、他の

事件と同様に常習性を争った上で、被告人の外形的な行為は認めつつ、当該行

為は「暴行」に当たらず、仮に当たるとしても正当な保育行為として違法性が

阻却される旨主張して、暴行罪の成否に関して必要な防御活動を行っていた。

そのことを踏まえると、裁判所が本件決定を取り消し、検察官が第７及び第８

事件を暴行罪として起訴した場合と比較して、何らかの防御上の不利益があっ

たとは考えられない（所論も、そうした不利益があったとは主張していな

い。）。加えて、仮に、裁判所が常習性は認められないとの心証を形成した時

点で本件決定を取り消し、検察官が第７及び第８事件を暴行罪として起訴し、

これらについての証拠調べをやり直すとすると、訴訟経済を害する程度も著し

い。 

   なお所論は、第７及び第８事件の暴行は、常習一罪の一部を構成するのでな

ければ起訴する価値はないと考えられるから、訴訟経済を考慮に入れたとして

もなお、起訴するかどうかの再考を検察官に促す趣旨で本件決定を取り消すべ
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きであるというが、そのように起訴価値を考慮することが、適法になされた本

件決定を取り消すことを裁判所に義務づける根拠になるとはいえない。 

以上を踏まえると、本件で、裁判所が証拠調べの結果として常習性は認めら

れないとの判断に至ったからといって、本件決定を取り消すことは不合理なこ

とであり、これを取り消す義務を負っていたとはいえない。原審の訴訟手続に

法令違反はない。 

第５ 事実誤認の主張について 

 １ 弁護人の論旨は、要するに、第１ないし第６事件について、被告人は、園児

２名（Ａ及びＤ）及び保育士２名（Ｃ及びＦ）に対し、原判示の各暴行を加え

ていないのに、同暴行を認定した原判決には、判決に影響を及ぼすことが明ら

かな事実の誤認がある、というのである。被告人の論旨は、第１ないし第６事

件について弁護人と同趣旨をいうとともに、第７及び第８事件についても同様

の事実の誤認がある、というのである。 

２ 第１事件について 

 Ｃは、原審において、以下の趣旨の証言をした。 

ア 第１事件当日、被告人の指示したとおりに園児らのブリッジ歩き（保育

園において保育の一環として行われていた運動であり、背中側に状態を倒

し、伸ばした両手のひらが床につき、反らした身体を両足と両手で支える

姿勢のまま歩行するというもの）を終了させることができなかった際、被

告人から、声を荒げてブリッジ歩きを達成させなかったことを非難され、

平手で顔の正面をたたかれて、目、鼻、口、頬に当たり、更に平手で右頬

をたたかれた。 

イ 被告人が立ち去った後、痛みが残る唇を手で触ったところ、左手の親指

に血が付いているのに気付き、以後、何かあったときに自分を守る手段と

して記録を残そうと思い、スマートフォンで、指に血が付いた様子と出血

した唇付近を写真撮影した。 
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ウ 保育園には長期間勤めて世話になり、自分の子らの保育においても世話

になっていたので、アの暴行について被害届を出そうという気持ちはなか

ったが、事件から約１年２か月後に警察から連絡があり、そのときに、別

の保育士も被告人から度重なる暴力を受けていたと知って、ショックを受

けたし、そうした暴力が保育園の子供たちや職員に対して続いてはいけな

いと思い直し、被害届を出す気持ちに変わった。 

 原判決は、次の趣旨の説示をして、被告人がＣに対して原判示第１の暴行

（以下、２項において「本件暴行」という。）を加え、これにより傷害を負

わせたと認めた（〔〕内は当裁判所による補足である。）。 

ア のＣの証言は、本件暴行から被害を届け出るまでに１年以上の間隔が

あることや、保育園を退職した立場からの届出であることに加え、先行す

る事件の捜査を進める捜査機関から接触を受けるうちに、別のベテラン保

育士も被告人から暴力を受けていた事情を把握して許し難いと考えて届出

に至ったという経緯に鑑み、吟味を要するものの、以下の事情から信用で

きる。 

イ 被告人がＣに対して本件暴行に及んだとの嫌疑がＣの周囲で持ち上がっ

たのは、上記被害届の提出時が最初ではなく、第１事件の当日から数日後

にかけてのことである。その頃、Ｃとその母親が、保育園の園長（被告人

の母親である。以下、単に「園長」という。）と被告人にＣの退職の意向

を伝えており、その機会に、Ｃの母親が、Ｃから聞いたものとして本件暴

行について述べるやりとりがあった。この場面でＣは被告人及び園長に示

していないが、第１事件当日の午前９時４１分頃にＣがスマートフォンで

撮影した画像２点が存在する。うち１点は、Ｃをほぼ正面から撮影した画

像であり、その下口唇部右側に、小ぶりの斑状で光沢のある赤いかたまり

の存在が見て取れる。もう１点は、Ｃの左手親指表側に、赤い点が連続し

て直線状に並ぶ様子が見て取れる接写画像である。 
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ウ これら各画像を撮影した事情についてのＣの イの証言は、同画像を見

て、唇の薄い表皮の部分が剥げて出血を伴うものであり、外力を受けた唇

が歯に当たって損傷が生じたものとする整形外科医Ｎ（以下「Ｎ医師」と

いう。）の証言に整合し、支えられている。 

エ 他方で、同画像について、Ｏ医師（以下「Ｏ医師」という。）は、赤い

かたまりに関し、口唇ヘルペスの水疱及びこれに関連する出血の痕跡と見

て取れる旨証言する。しかし、これは同医師の専門外〔同医師は、一般外

科、特に腹部外科、すい臓の外科を専門とする〕の分析を述べるもので不

確かであり、口唇ヘルペスを患っていた事情がＣの周囲から明確に現れて

いないこととも整合しない。被告人は、Ｃがヘルペスをよく生じていたと

か、吹き出物の存在を言い回っていたと述べるが、そうであるとすると、

Ｃは、頻繁に患っていたヘルペス等の患部をあえて撮影したことになり、

行動として不合理である。 

オ Ｃが、ヘルペス等による出血を認めてその痕跡の画像を残し、被告人の

暴行によるもののように装っている疑いも想定できなくはない。しかし、

被告人と共に勤務を続けていたＣが、お互いの様子を日々確認できる状況

の下でヘルペス等による出血を別の事象に置き換えてねつぞうするのは容

易ではないから、その想定は不合理である。被告人が述べるとおりに言い

回っていたのであればなおさらである。 

カ 後記（３ イ）のとおり、被告人は、自分よりも保育経験が豊富なＦを

服従させていたと認められるから、Ｆよりも経験が少ないＣが、被告人に

逆らえない関係性にあったと述べ、度々叱責され、繰り返し反省の言葉を

唱えさせられるなどの仕打ちに遭っていた旨の証言内容にも信用性が認め

られる。このようなＣが、ヘルペス等による出血をきっかけに被害を偽装

することを考え、母親を伴って被告人と会った機会にその被害を訴えて、

以後、被告人を陥れる行動を続けていると疑うのは困難である。 
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キ 弁護人は、真に被害が存在したのであれば、その後速やかにＣが受傷を

訴えて受診していないことや、園長及び被告人との面談時にその訴えをし

ていないことと整合しないと主張する。しかし、イの画像に見られる受傷

は重篤なものではないから、Ｃが述べる理由でその画像を残した場合に、

それと併せて医師等に伝えるのが当然とはいえない。逆らえない関係性に

あった被告人の面前で、改めて受傷の事実を持ち出すのが通常ともいえず、

これを差し控えたとしても不自然ではない。 

ク よって、Ｃの証言に主に依拠して被告人がＣに対し本件暴行を加え、原

判示第１の傷害を負わせた事実が認められる。 

  の原判決の認定、判断は、論理則、経験則等に照らして不合理なもので

はなく、当裁判所も正当として是認することができる。 

 所論は、要するに、Ｃの下唇にあった赤いかたまりは口唇ヘルペスの水疱

である可能性があり、Ｃは、第１事件当日、被告人から厳しく叱責された際

に、退職を決意するとともに、被告人に対する怒りから、たまたま被告人の

暴行以外の原因で口唇に生じていた赤いかたまりを利用して被告人から顔面

をたたかれたとうそをついて退職の理由にしようと考えて、 イの写真を撮

影していたところ、後日、被告人に対する捜査が始まったのを機に、被告人

を陥れるために同写真を利用して虚偽の証言をした可能性がある、というの

である。 

しかし、 ウのＮ医師の証言内容に不合理な点はない。このように、Ｃが

証言するとおりの暴行を受けたことによって生じることが合理的である外傷

が客観的に認められることは、その外傷を負った原因に関する証言の信用性

も補強する。原判決が、Ｃの証言についてＮ医師の証言と整合して支えられ

ているとした判断に誤りはない。また、第１事件当日の午前９時４１分頃に

２枚の写真を撮影したというＣの行動は、 ア、イの出来事と気持ちに基づ

くものとして自然で、合理的である。仮に、このとき下唇部にあった赤いか
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たまりが口唇ヘルペスによる水疱だとすると、Ｃがこの部位をわざわざ撮影

した理由を合理的に説明できないことは原判決が説示するとおりであるし、

あえて口唇ヘルペスの部位から出血させて、その血を手に付着させて撮影し

たとも考え難い。そのかたまりが、自身の過失で何かにぶつかったなど、他

の原因によるものであることを想定してみても、同様である。また、うその

退職理由を作出する材料にしようとしたとの所論の想定も、Ｃが当該写真に

ついてそのような用い方をしていないことと整合しない。 

そして、そもそも、捜査機関に対し虚偽の犯罪事実を申告して他人の処罰

を求めることや証人としてうその証言をすることは、それが発覚すれば刑罰

を科せられ、損害賠償義務も負わされる危険を伴う行為である。そのような

行為を所論が想定するような心情から行うということは合理性が乏しいのに

対し、Ｃが被害を申告した理由として述べる ウの事情や心情は、納得でき

る内容である。 

Ｃの証言に所論のいう虚偽供述の疑いはない。 

そのほかに所論が種々主張する点を踏まえて検討しても、Ｃの証言の信用

性を認め、Ｃに対する本件暴行を認めた原判決に事実の誤認はない。 

３ 第２ないし第４事件について 

   Ｆは、原審において、以下の趣旨の証言をした。 

ア 第２事件当日、勤務中に被告人に呼ばれて注意を受け、返答が遅れた際、

被告人から下顎を正面から平手で１回押された。 

イ 第３事件当日、被告人に業務に関する報告をする際、返答が遅れて、被

告人から両手で頬を挟まれるようにしてたたかれた。 

ウ 第４事件につき、イの出来事の後、日にちははっきり覚えていないが、

被告人の指示で担当していたブリッジ歩きの実践結果を報告した際、２０

枚くらいをまとめて手に持っていたレポート用紙の束を被告人に取り上げ

られて、同束で顔面をたたかれた。 
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エ ウのレポート用紙の束は令和元年５月に退職した後も自宅で保管してい

たところ、そのうち１１月２８日の日付を書いてあった用紙に肌色の染み

が付いており、これはウのようにたたかれた際に付いたものだと思う。そ

の日はＬＩＮＥで被告人に指示を伺っていて、このようなやり取りをする

のは被告人が保育園内にいないときであるから、たたかれたのは、平成３

０年１１月２８日の翌日以降の出来事で、かつ、年はまたいでいないので、

同年中の保育園の最後の営業日である１２月２８日までのことである。 

  原判決は、次の趣旨の説示をして、被告人がＦに対して原判示第２ないし

第４の各暴行（以下、３項において「本件各暴行」という。）を加えたと認

めた。 

ア のＦの証言は、被害から１年程度経過した令和元年秋頃に警察への被

害申告がなされていることに加え、同年５月に、Ｆが保育園で飼育するメ

ダカを連休中に預かって、その一部を殺したなどと被告人が園児に告げた

ことにショックを受けたとして、長年勤続した職場を退職していた立場で、

しかも、先行の捜査を行う捜査機関からの接触を受けるうちに同申告に至

ったという経緯から吟味を要するが、以下の事情から信用できる。 

イ Ｆと被告人の間のＬＩＮＥの内容を見ると、被告人は、Ｆに事細かに保

育等の指示を伝えて、同人がこれに従うとともに、Ｆからも事細かに指示

を仰いでおり、事務の遂行途中でＦがトイレに行くことの了承を求める問

いかけや、事前に禁じられていたとうかがわれる他の保育士との接触の有

無を定期的に報告するものなどのメッセージもある。このような内容は、

Ｆの裁量や主体性をおよそ尊重せず、被告人がＦを服従させていた実態を

示している。Ｆは、このようなＬＩＮＥの記録を提出しつつ、第２ないし

第４事件について のとおり証言しているところ、服従関係の延長で上位

者からなじられるように本件各暴行を受けた事実を証言するものとして、

何ら不自然さはない。 
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ウ 第２事件について、Ｆは、原判示第２の当日、勤務後にその日の応対を

わびる内容のＬＩＮＥのメッセージを被告人から受信していることを指摘

し、被告人から同様のメッセージを受信することはほかになかったから、

この日が被害に遭った当日である旨、証拠と整合的な証言をしている。 

第３事件について、Ｆは、保育園に提出した始末書等の作成が始まった

頃であったと証言するところ、それらの書面の内容は、無言の時間をつく

ったことを反省するなどという意思抑圧的な文面を含むものであって、返

答が遅れた場面で暴行を受けたというＦの説明と合致している。 

第４事件について、Ｆが捜査機関に提出したレポート用紙の束のうち、

平成３０年１１月２８日付け用紙１枚に肌色の染みが付いている。これを

当時のＦの使用に係るファンデーションと共に鑑定に供したところ、後者

の含有成分と一致する成分が前者から検出されているから、その用紙を含

む束で顔面に原判示第４の暴行を受けたとするＦの証言と整合的である。

この用紙の束は、ブリッジ歩き実践時の計測タイム等を書き入れ、日ごと

の結果をまとめてつづっていたものであり、日々の実践の成果を確かめる

書類であるとともに、同実践に意欲的であった被告人が見ることも予定さ

れた書類である。そうであるなら、服従関係にあったＦを含む保育士らが

ぞんざいに扱うとは考えにくい。その用紙の束が、僅かな枚数に同様の染

み等が付着し、ほかに著しい汚損等のない状態であったことからも、その

物品でたたかれたと説明するＦの証言は首肯できる。過失によりファンデ

ーションが降りかかったとか、嫌疑をねつぞうする目的で振りかけたなど

という疑いは容れられない。特に、第４事件の起訴に至るまでの日にち特

定の経緯、すなわちＦの被害申告が得られる一方で、作成日付の日（平成

３０年１１月２８日）は被告人が不在であったことが判明して被害日時の

特定が滞り、結局、同月２９日以降に２８日の記録を確かめる目的で掲げ

持った用紙が顔に当たったと捉え、また、通常は１か月分の記録を手元に
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置く取り扱いであるから翌１２月中の同様の場面であったかもしれない旨

を述べるＦの供述により日時の特定が行われて起訴されている。この事象

にも示唆されるとおり、嫌疑のねつぞうをもくろんで適当にファンデーシ

ョンを振りかけるなどの細工をするのは困難とみるべきである。 

エ 弁護人は、第３事件について、Ｆが、被害後に被告人及び園長と個別に

話をした機会に別の保育士が同席していたと述べた点について、同保育士

はそのような関与を否定していると主張する。確かに、Ｆの供述は、暴行

の場面に比べ、暴行後の話合いは内容も覚えてないとするものであるが、

暴行後の心理状態を慮ってみれば不可解ではない。別の保育士が同席した

確証はないが、そうした面談については、日常的な保育士の連携における

他の場面との区別がつかなくなることもあり得ることであるから、その内

容についてＦに記憶がなく、別の保育士の供述と不一致があるからといっ

て、印象的な出来事である暴行の存在そのものに係る証言を疑問視すべき

ものとは考えられない。 

オ よって、Ｆの証言に主に依拠して被告人がＦに対して本件各暴行を加え

た事実が認められる。 

 以上の原判決の認定、判断は、論理則、経験則等に照らして不合理なもの

ではなく、当裁判所も正当として是認することができる。 

ア 所論は、被告人とＦは、一緒に旅行に行くなど親しく良好な関係にあり、

ＬＩＮＥでのやり取りは、保育士としての十分な能力のないＦに対して事

細かに指導をするという業務上の必要があってしていたものであるにもか

かわらず、原判決が、このＬＩＮＥの記録を基に、被告人がＦを服従させ

ていたと認定したことは誤っている、という。 

     しかし、原判決が指摘するとおり、同記録には、各事件の後の出来事と

はいえ、Ｆが業務中にトイレに行くことの許可を求める問いかけや、他の

保育士と接触していないこと、あるいは接触があったこととその際の会話
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の有無及び内容等の報告が含まれている。Ｆと被告人が、同じ職場で勤務

する同僚として、それぞれ自立して対等の関係にあるのであれば、トイレ

に行くのに許可を必要としたり、業務上当然にコミュニケーションをとる

べき他の同僚との接触の有無等を報告したりするいわれはない。以上のよ

うな証拠関係に着目し、被告人がＦを服従させていたと評価することは自

然であり、所論のいうように、被告人とＦが一緒に旅行に行くような事実

があったからといって、その評価は揺らがない。 

イ 所論は、Ｆは、保育園を退職した後に、捜査機関から接触を受ける中で、

被告人による園児への暴行の容疑を聞き、自身が退職せざるを得なくなっ

たのも被告人のせいだと逆恨みの感情を抱くようになり、被告人を陥れる

ために虚偽の証言をした可能性がある、という。 

  しかし、Ｆは、他の園児に対する事件の捜査の過程で、他の保育士の話

から自分の名前が出て、警察官から話を聞かれるうちに、自分の受けた被

害も話すことになったと証言するところ、その説明に特段不自然な点はな

い。また、被告人から暴力を受けた時点で直ちに保育園を退職しなかった

理由についても、Ｆは、被告人の暴力を理由に退職すると言ったら、被告

人からどんなことをされるか分からず、怖くて退職できなかったと説明し

ている。この供述は、上記ＬＩＮＥの記録から推認される被告人とＦの関

係性と整合的であり、弁護人が指摘する被告人との旅行の事実等を踏まえ

て検討しても、不自然な点はない。これらのＦの供述は、本件各暴行の直

後には被害を申告せず、１年ほどが経過した時期に被害申告した経緯の説

明として十分納得できるものである。Ｆが被告人を逆恨みして、ありもし

ない事実を虚偽で述べたとの疑いは生じない。 

ウ 所論は、被告人から暴行を受けたというＦの証言の核心部分を支える証

拠はないのに、その信用性を認めた原判決の判断には誤りがあるという。 

しかし、Ｆの証言は、第４事件については客観的な裏付けがある上に、
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上記のＬＩＮＥのやり取りや、そこから推認される被告人との関係性と全

体的に整合して自然であるといえる。 イ、ウの事情をもって、Ｆの証言

が信用できると評価した原判決の判断に誤りはない。 

エ そのほかに所論が種々主張する点を踏まえて検討しても、Ｆの証言の信

用性を認め、Ｆに対する本件各暴行を認めた原判決に事実の誤認はない。 

４ 第５事件について 

  ア Ａは、原審で令和２年８月に実施された期日外尋問の際には、保育園で

ブリッジ歩きをしていたときに誰かから何かをされたことがあるかについ

て、被告人から、ブリッジ歩きが遅いとしてほっぺをパーの手でたたかれ、

痛かった旨述べたものの、それがブリッジ歩きをしている途中なのか普通

に立っているときなのかなどを尋ねられると、分からない旨述べた。 

イ Ａは、令和元年７月１日に、検察官が、その様子を録画しつつ、Ａから

事実関係を聴取した面接（以下、４項において「本件面接」という。）の

際は、以下の趣旨の供述（以下「Ａの供述」という。）をした。 

保育園でブリッジ歩きをしている際に、被告人から、ブリッジ歩きが遅

いとして平手で顔の右目の辺りをたたかれた。それは、ブリッジの姿勢で

頭方向に進んでいるときだった。たたかれたときは、痛かった。右目の辺

りが赤くなり、被告人が氷を入れた袋を用意してくれて、僕がそれを目の

ところに当てた。 

ウ 他方、被告人は、原審において、第５事件があったとされる日の昼頃、

Ａの頬に赤い変色を認めて理由を尋ね、分からないということだったが、

その部位を冷やす措置をしたにとどまる旨を述べた。 

   原判決は、次の趣旨の説示をして、被告人がＡに対して原判示第５の暴行

（以下、４項において「本件暴行」という。）を加えたと認めた（〔〕内は

当裁判所による補足である。）。 

ア Ａの供述は、幼少ゆえに被害の時間帯等の細部の認識、記憶及び叙述の
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確かさを吟味する必要があるが、以下の事情から信用できる。 

イ 第５事件について、Ａの母親Ｂは、令和元年６月２６日午後７時３１分

頃にスマートフォンでＡの顔面を撮影した画像３点及び翌日午前６時５６

分頃に同様に撮影した画像２点を捜査機関に提示して被害を申告した。前

者の画像３点によれば、Ａの右目のすぐ下から右耳方向に横に伸びる帯状

の赤い皮膚変色が存在し、いったん途切れて耳に近い部分に現れる変色は、

２本の横棒の中央を１本の縦棒がつなぐ形状である。後者の画像２点にお

いても変色がほぼ変わらず存在する。これらの外観は変色の範囲や程度が

著しいものではなく、皮膚が裂ける、くぼむ又は腫れ上がるなどの異状は

なく、他の園児と触れ合う中で強めの接触を受けるなどして生じたとみて

も矛盾せず、それらを超える手ひどい加害行為の痕跡であるとの見方が直

ちに成り立つ形状ではない。 

ウ それにもかかわらず、Ｂは、保育園からＡを連れ帰って家事に従事する

時間帯である同月２６日午後７時３１分頃、前記画像３点を撮影する行動

に出ており、相応の理由があったと考えられる。すなわち、Ｂは、Ａを迎

えに行った際に、被告人から、Ａがブリッジ歩きの際に顔をどこかにぶつ

けたかもしれないと説明され、「ドジやね」などとＡに述べるだけで帰宅

したが、夕食中にＡが被告人にたたかれた旨述べたためＡの顔面を撮影し

たこと、翌２７日にもＡの顔面を撮影し、保育園に１日Ａを預けてから病

院で受診させたこと、翌２８日もＡを保育園に預けていて、Ａを迎えに行

った機会に、被告人から、ブリッジ歩きのときに手が当たった可能性があ

るという従前とは異なる説明を受けて、その夜に警察に被害を届け出たと

ころ、検察官がＡから話を聞くので事件のことは話さないように注意を受

けたことなどを述べている。特に重要であるのは、Ａの申告が、不意に顔

をぶつけた出来事や他の園児とのいさかいなどではなく、被告人の暴行を

いうものであったため、撮影するなどしたとする部分であり、自然で合理
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的な証言内容である。Ａからの自発的な申告があったとするＢの証言には

十分な信用性が認められる。 

エ Ａは当時６歳の保育園児であって、日時の特定や詳しい経緯の理解等

に係る供述の確かさは吟味を要するが、出来事の有無などについては認

識を述べることができ、殊更に虚偽を述べることは通常想定し難い年齢

である。本件面接時の検察官の面接方法の主要な部分に大きな問題はな

い。他方のＡの応答は、出来事の有無を率直に述べ、分からないことは

その旨率直に述べるなどという年齢相応のものであり、自らの打算やＢ

の働きかけの介在を疑わせるものではない。このような供述環境で得ら

れた、被告人から暴行を受けたとするＡの供述は、主要な部分につき具

体的で自然なものである。Ａの供述は、当日、保育園２階ホールで園児

らが取り組むブリッジ歩きに被告人が立ち会っていたという争いのない

事実と整合するし、右目近くに外力が集中し、防御の痕跡がない顔面の

痕跡とも整合している。他方、 ウの被告人の供述は、以上の申告及び

供述がＡから自発的になされたことの説明をなし得ないものである。 

オ Ａを診察した小児科医Ｐ（以下「Ｐ医師」という。）は、受診時、Ａ

の右頬には線状の内出血〔３本〕と眼窩の出血斑があり、この内出血は

棒状の物が当たった部位の毛細血管内の血液が横に流れ、両側に皮膚の

変色を生じたもので、幼児虐待の殴打で手指が当たって生じる二重条痕

であり、Ａが述べるとおり成人の手でたたかれたものとみて矛盾しない

と証言している。Ａの右目と頬にまたがる位置に、成人の手の骨の並び

や隙間に沿う形状の内出血が存在すると述べる小児科医師Ｑ（以下「Ｑ

医師」という。）の証言内容も合わさって、Ａの供述を支えている。 

カ 弁護人は、Ｐ医師が、検察官調書では線状の内出血は２本であると説

明していたのに対し、公判廷では３本であると証言しており、不合理な

変遷があると主張する。しかし、同医師は、Ａの顔面右側が広く写る画
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像によれば、右頬の２本の更に下に別の１本が見て取れると述べ、右頬

の上部に焦点が絞られた画像に基づく尋問に対しては、２本が見て取れ

る旨を区別して証言しており、検察官調書中の供述も後者の証言と同趣

旨であった可能性があるから、不合理な変遷はない。 

キ 弁護人は、Ｑ医師の証言について、当たった指が３本か２本かを説明

する部分が、内出血の形状等との関係で不合理である旨主張する。しか

し、同医師は、右頬の線状の内出血以外にも、上下に同様のものが見て

取れる画像があったと指摘しており、この点はＰ医師の証言にも現れて

いる。Ｑ医師の証言は、それら〔線状の内出血の本数の〕総数を踏まえ

ると、２本あるいは３本の指が当たっている可能性があり、そのうちの

１本の関節の辺りが接触対象〔Ａの頬〕の側で血液の溜まる箇所となっ

て縦線上の内出血を生じた可能性があるという合理的な証言と理解でき

るから、弁護人の主張は当たらない。そのほか、弁護人は、縦線状の内

出血の形成原因を指の関節とみるか指輪の存在とみるかといった点や、

手の甲が当たっても形成に至るかの点で、両医師の証言が食い違うと主

張し、また、Ａの転倒が原因であった可能性を精査していないなどと主

張する。しかし、前者の主張は供述の信用性を左右しないし、後者の主

張は、局所的な外力の痕跡とみられる傷害の性状に照らし、精査の必要

性も薄い事柄をいうものであって、失当である。 

ク Ｏ医師は手が当たったことを否定するが、画像上認め難い擦過創の存

在を述べたり、手のひら全体が当たった痕跡がないのは不可解とする一

面的な指摘を述べたり、また、ブリッジ歩きの勢いと相まって加わる外

力が強まることも考えられるのに、体勢からして強くたたくのは困難で

あるとの表面的な指摘を述べたりする点で、その証言は採用できない。 

ケ 弁護人は、園長が、令和元年７月１日、業者を呼んで２階ホールに設

置してある防犯カメラの映像を別の記録媒体に抽出しようとし、作業時
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に長い時間をかけて再生して暴行の不存在を確かめ合ったが、暴行の場

面はなかった旨証言したことを指摘し、当該業者（以下「業者」とい

う。）の証言も同旨であるとして、Ａの供述には信用性がないと主張す

る。しかし、業者の証言内容は、保存対象の冒頭部分を特定後、時間節

約のため１６倍速で早送りをし、十数分先の終期まで再生したが、個人

情報を含むので細かくは見ておらず、園長と内容を確かめるやりとりを

した記憶もないというものである。その証言は、抽出依頼を円滑に果た

そうと努める業者の立場と整合的で、園長の証言とは合致せず、これを

排斥する内容である。園長の証言に依拠する弁護人の主張は採用できな

い。 

コ なお、弁護人は、Ａの供述の信用性に関し、従前、Ｂが、相撲大会の出

場を巡ってＡを冷遇したなどという不満を保育園に訴え、悪感情を示す出

来事があったと指摘し、ＢからＡに対する本件暴行被害の刷り込みが行わ

れた疑いがあると主張するが、既述のところから、そのような疑いは排斥

できる。その他のＢの振る舞いに関する種々の指摘ともども、弁護人の主

張は採用できない。 

サ 弁護人は、ブリッジ歩きが遅いためにたたかれたとするＡの供述を疑問

視するところ、確かに、弁護人が指摘するとおり、ブリッジ歩きの計測タ

イム等の記録には、５人程度が競って５番目であったというＡの供述に関

する記録はないし、Ａの供述には、ブリッジ歩きが遅いとの指摘を被告人

がしたかなどに明瞭さがなく、詳細についてまで確かなものとはいえない。

しかし、Ａが自発的に出来事を申告していることや、傷害の性状等と整合

的な場面の説明を具体的に述べていることなどの事情を踏まえれば、本件

暴行の存在をいう限りでその供述の信用性を肯定できる。結局、弁護人の

主張は理由がない。 

シ よって、Ａの供述に依拠して被告人がＡに対し本件暴行を加えた事実が
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認められる。 

 以上の原判決の認定、判断は、論理則、経験則等に照らして不合理なもの

ではなく、当裁判所も正当として是認することができる。 

  ア 所論は、原判決は、Ｂの証言の信用性を認めた上で、「Ａから自発的に

申告があった」という同証言との整合性を理由にＡの供述の信用性を認め

ているが、Ｂは、Ａを相撲大会に出場させなかった被告人に対して悪感情

を抱いていた可能性があり、Ａは実際は別の保育士から暴行を受けたもの

であり、Ｂに対しても「先生からたたかれた。」としか言っていなかった

のに、Ｂが「Ｒ（被告人の名）先生にたたかれたんやろう。」などと言っ

て誘導した可能性があるから、Ａが自発的に被告人の犯行として話し始め

たとは認められない、という。 

しかし、子からその預け先で暴行を受けた旨の話を聞いた親の立場で考

えると、それまでに子が特定の者から暴行を受けていたという経緯がある

のであれば、今度もその者による暴行と即断して、子に対し誘導的な話し

方をする可能性はあり得るにせよ、そうでなければ、まずは誰から暴行を

受けたのかを尋ねるのが自然な応対である。所論のいう出来事がＢと被告

人との間であり、Ｂがそのことで被告人に対して悪感情を抱いていたとし

ても、それ故に、Ａが本件暴行の主体について言ってもいないのに被告人

によるものと連想し、誰からであるかを尋ねることもなく被告人によるも

のと誘導するなどということは考えられない。Ｂが供述するとおり、Ａは、

事件当日中の夕食の際、母親であるＢに対して被告人からたたかれた旨を

自発的に話したと認められる。このように、Ａが事件直後に自発的に被告

人の暴行の事実を話したことは、その供述の信用性を高める事情である。 

その上で、その６日後に行われた本件面接の状況を見ると、明るい部屋

で、検察官がＡとの間で差し向いにならないように座るなど、Ａができる

だけ話しやすい雰囲気となるような配慮をした上で、Ｂを同席させずに行
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われている。検察官の聴取方法も、Ａができるだけ正確に多くの出来事を

話せるように、事件当日について尋ねる前に、面接における約束事を説明

した上で、年少のＡとの間で話しやすい関係性を構築することを目的とし

た質問や、本当にあった出来事を話す練習となる質問等を経るなど、適切

に順序立てた質問が重ねられている。こうした面接の実施状況に、Ａの供

述内容の真実性に疑いを生じさせるような問題点は認められない。これに

対するＡの応答も、出来事の有無を率直に述べるものになっている。この

ようにして得られたＡの供述について、主要な部分につき具体的で自然な

ものであるとした原判決の評価にも不合理な点はない。 

   イ 所論は、 ケの原判決の説示に関し、園長は、問題となっている場面に

何が映っているかを確認してダビングするために業者を呼んでいるのであ

るから、問題となる場面までは１６倍速で再生したとしても、問題となる

場面では通常の再生速度で確認するはずであり、全ての場面を１６倍速で

再生した旨の業者の証言は不自然である、という。 

  しかし、業者は、「園長が体育館の中で子供たちがブリッジ歩きをして

いる場面を見たいと言っていたので、まずはその部分を特定するために、

映像全体を早送り、おそらく１６倍速で見てもらった。その結果、園長か

ら子供たちが集まってから解散するまでの時間帯の分をダビングするよう

指示された。その時間帯の始期と終期については、ダビングする範囲を機

械に指示する入力をするために、それぞれの時刻をメモする必要があるの

で、その瞬間は等倍速で再生するが、その間の映像は、作業効率を上げる

ために早送りで再生するのが通常である。」旨証言している。その証言に

不自然な点はない。このように、業者は、園長から指示されたダビングす

る範囲を特定できるように同映像を再生していたのであるから、ダビング

対象となる時間帯の映像全体を通常の再生速度で確認するはずであるなど

とはいえず、 ケの原判決の説示に誤りはない。 
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ウ そのほかに所論が種々主張する点を踏まえて検討しても、 イのＡの供

述の信用性を認め、Ａに対する本件暴行を認めた原判決に事実の誤認はな

い。 

５ 第６事件について 

  ア Ｄは、原審で令和２年８月に実施された期日外尋問において、保育園２

階のトイレで、被告人から体や頭を押されて転倒して、唇が床に当たって

切れた旨証言した。また、検察官が令和元年１１月２２日と同年１２月９

日の２回にわたり実施した４ イと同様の面接（以下、５項において「本

件面接」という。）においても、同趣旨の供述をしている（以下、これら

をまとめて「Ｄの供述」という。）。 

   イ 他方、被告人は、原審において、第６事件があったとされる日、Ｄが被

告人から用便を促されてトイレ入り口でスリッパを履いたものの、それ以

上動かないため、背中に手を添えて促したところ、Ｄがよろけて左側の側

面に体の左側をぶつけたにとどまる旨を述べた。 

  原判決は、次の趣旨の説示をして、被告人がＤに対して原判示第６の暴行

（以下、５項において「本件暴行」という。）を加えたと認めた（〔〕内は

当裁判所による補足である。）。 

ア Ｄの供述は、幼少ゆえに被害の時間帯等の細部の認識、記憶及び叙述の

確かさを吟味する必要があるし、被害を届け出るまで２か月半ほどの間隔

があることに加え、捜査機関が収集した保育園内の映像上、Ｄがなおざり

にされている様子を母親Ｅが把握し、被害の届出に至ったという経緯があ

るが、以下の事情から信用できる。 

イ 第６事件の嫌疑がＤの周囲で持ち上がったのは同事件の当日である。同

日、母親Ｅに連れられて保育園から帰宅したＤは、再びＥと保育園に出向

いており、そのとき被告人が応対して、同事件に関するやり取りが交わさ

れている。当時、Ｅの手元には、帰宅後のＤの顔面をスマートフォンで撮
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影した画像が存在しており、同画像上、Ｄの下口唇部の右端寄りに赤い点

状のかたまりが見て取れる一方で、その範囲や程度は著しいものでなく、

近辺の皮膚が腫れ上がるなどの異状はなかった。このかたまりは、他の園

児と触れ合う中で強めの接触を受けるなどして生じたとみても矛盾はせず、

それらを超える手ひどい加害行為の痕跡であるとの見方が直ちに成り立つ

形状ではない。 

ウ それにもかかわらず、Ｅは、Ｂ同様に家事に取り掛かるはずの同日午後

６時４１分頃に、イの画像を撮影する行動に出ており、相応の理由があっ

たと考えられる。すなわち、Ｅは、Ｄを迎えに行った際にその唇のけがに

気付いたが、その場に居合わせた被告人からは説明がないまま帰路に就く

と、車中でＤからたたかれた旨の申告があり、帰宅後Ｄに尋ねると、トイ

レで被告人からたたかれた旨を告げられた、そのため証拠を残すべく上記

撮影をした旨証言している。その上で、Ｅは、説明を求めて保育園に電話

し、同園に出向いて被告人から説明を受けたが、けがの原因は分からない

ものであった、同年９月頃、Ａの事件の関係で捜査機関の事情聴取が行わ

れることになり、被告人を擁護する一部の保護者の姿勢に違和感を持って

警察に被害申告をし、転園先が決まった時期の１０月に被害を届け出た、

その間にＤに詳しい負傷の状況を尋ねてはいない、などと証言している。

特に重要なのは、Ｄの申告が、不意に顔をぶつけた出来事や他の園児との

いさかいではなく、被告人による暴行をいう内容であったため、上記撮影

等の対応に出たとする部分であり、その内容は自然で合理的である。Ｄか

らの自発的な申告があったとするＥの証言には十分な信用性が認められる。 

エ Ｄは、Ａ同様、複雑でない判別については認識を述べることができ、殊

更に虚偽を述べることは通常想定し難い年齢である。本件面接は、かなり

の期間が経過して実施された難点があるが、検察官の面接方法の主要な部

分に大きな問題はなく、他方、Ｄの応答はＡ同様に率直さのある年齢相応
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のものであり、自らの打算等やＥの働きかけの介在を疑わせるものではな

い。特に、Ｅを含む周囲の者が把握していなかったとみられるところの、

被告人から厳しい仕打ちを受けた他の複数の場面を述べつつ、区別して本

件暴行の被害を述べるという自発性をうかがわせるものであり、その固有

の内容も主要な部分で自然である。トイレにいるときに背後の被告人から

頭と背中を押され、床に転んで右側の唇下付近が当たり、その部位が切れ

たことを述べており、当時の場面の特定や位置関係等に係る概要は被告人

の公判供述とも一致する。床に転んで顔を打ち付けたか否かという供述の

対立点をみると、Ｄの顔面の損傷は、外力に対し防御をしないまま、顔の

中央付近が接点になって生じたとみて符合するから、背後から押されて床

に転倒した旨をいうＤの供述の方が自然であって、よろけて壁にぶつける

程度にとどまった旨をいう被告人の供述は整合的でない。Ｅに対する申告

から本件面接を経て期日外尋問の証言に至るまで、大筋で一貫しているＤ

の供述は、その主要な部分が信用できる。 

オ Ｄの顔面の画像を見て分析したＮ医師は、Ｄの下唇部の右端寄りの赤い

点状のかたまりに関し、かさぶたを形成した出血の原因たる傷の存在が認

められ、下口唇挫創と診断でき、併せて、手で支えるなどの動きもなく顔

を打ち付けるという不意の転倒で生じ得る旨証言しているところ、合理的

な内容である。 

カ 弁護人は、Ｎ医師の証言について、その想定する転倒の態様〔背中と頭

を押されて、顔を床に打ち付けた〕と、鼻に傷がないことが整合しないと

するＯ医師の証言により、信用性がないと主張する。しかし、挫創は顔の

やや右側であるから、Ｄが顔を左に向けた態勢で倒れ、それゆえ鼻に傷を

生じなかったとも考えられるし、鼻が同時に当たっていても、すぐ下に固

い歯のある下唇部に限り傷を生じたとも考えられる以上、主張は理由がな

い。 
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キ 弁護人は、Ｄの供述に関し、同人を抑圧していたＥから刷り込まれた虚

偽を述べた疑いがあり、Ｅの被害届も警察が誘導した疑いがあると主張す

るが、既述のところから、そのような疑いは排斥できる。そのほか、本件

面接時の検察官の質問に不適正な点があるとか、園児が居合わせるトイレ

で暴行に及ぶはずがないなどの主張も採用できない。 

ク よって、Ｄの供述に依拠して被告人がＤに本件暴行を加えた事実が認め

られる。 

 以上の原判決の認定、判断は、論理則、経験則等に照らして不合理なもの

ではなく、当裁判所も正当として是認することができる。 

ア 所論は、Ｄの供述の信用性について、Ｅは、被告人に対する第１事件の

捜査が開始されていたことを知って、被告人が園児に暴行したとの偏見や

悪感情を持っていた可能性があり、そのようなＥが、Ｂと同様に、Ｄに対

し、「Ｒ（被告人の名）先生からやられたんやろ。」などと言って誘導し

た可能性があり、本件暴行につき、Ｄが自発的に被告人による犯行との供

述を始めたとは認められない、という。 

しかし、所論のいう可能性があることを示す事実は具体的には何ら認め

られず、所論は根拠のない憶測にすぎない。Ｄは、Ｅが供述するとおり、

事件当日中に保育園から帰宅する途中で、被告人にたたかれた旨を自発的

に話したと認められる。このように、Ｄが事件直後から自発的に被告人に

よる本件暴行の事実を供述していることは、その信用性を高める事情であ

る。 

本件面接時の検察官の面接方法についても、Ａ同様、母親であるＥを同

席させずに行われ、検察官の聴取方法も、面接における約束事を最初に説

明した上で、本当にあった出来事を話す練習を経て、実際の出来事につい

て話題にするなど適切に順序立てた質問が重ねられており、Ｄの供述内容

の真実性に疑いが生じるような問題点は特段認められない。そして、これ
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に対するＤの応答は、被告人から受けたという他の暴行と区別して、本件

暴行の事実を率直に述べるものである。このようなＤの供述について、主

要な部分につき具体的で自然なものであるとした原判決の評価にも不合理

な点はない。 

   イ 所論は、Ｄの下唇に挫創があったとしても、そのような挫創はＤが不意

に転んだとしても生じ得るのであるから、「被告人に背中を押されて床に

転倒した」とのＤの供述を支えるものではなく、その信用性を補強しない、

という。 

     しかし、Ｄが供述するとおりの暴行を受けたことによって生じることが

合理的である傷害が客観的に認められることが、その受傷の原因も含めて、

供述の信用性を補強する事情に当たることは明らかである。アのとおりの

本件面接の方法や、そこにおけるＤの供述内容に問題がないことも考慮し

た上で、Ｄの供述の信用性を認めた原判決の判断に誤りはない。 

   ウ そのほかに所論が主張する点を踏まえて検討しても、Ｄの供述の信用性

を認め、Ｄに対する本件暴行を認めた原判決に事実の誤認はない。 

 ６ 第７及び第８事件について 

   被告人の所論は、原判決が、被告人がＧに対して第２の７の暴行を、Ｈに

対して第２の８の暴行をそれぞれ加えたと認定した点についても事実の誤認

があるというものである。 

しかし、原判決は、その証拠の標目に記載した関係証拠を総合して、被告

人がＧに対して第２の７の行為に及び、Ｈに対して第２の８の行為に及んだ

と認定しているところ、捜査報告書添付のＤＶＤに録画された防犯カメラ映

像等によれば、各行為が優に認められるから、これらを認定した原判決の判

断に不合理な点はなく、原判決に事実の誤認はない（これらの行為が刑法上

の暴行に当たるかについては、後記第６において検討する。）。 

 なお、原判決は、第７及び第８事件について、Ｇの年齢を当時５歳、Ｈの
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年齢を当時３歳とそれぞれ認定しているが、 の関係証拠には、上記各年齢

を明らかにするものがないから、上記各認定をした原判決には事実の誤認が

ある。 

もっとも、記録によれば、各事件当時、Ｇは保育園の５歳時クラスに、Ｈ

は３歳児クラスに、それぞれ在籍していたことが認められる。そうすると、

被告人の原判示第７の行為は、保育園の５歳児クラスに在籍する年齢の幼児

に対する行為である点で、原判示第８の行為は、保育園の３歳児クラスに在

籍する年齢の幼児に対する行為である点で、いずれも原判決が認定した事実

との間で、量刑に影響を及ぼすような犯情の違いがないといえるから、上記

の事実誤認は判決に影響を及ぼすものではない。 

第６ 法令適用の誤りの主張について 

 １ 論旨は、第７及び第８事件について、被告人の原判示の各行為はいずれも暴

行（刑法２０８条）には当たらず、仮に暴行に該当するとしても、保育行為と

して社会的に相当な行為に当たるから、正当行為（刑法３５条）として違法性

が阻却されるのに、それぞれ暴行に当たり、かつ正当行為には当たらないとし

た原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある、と

いうのである。 

 ２ 原判決は、要旨次のとおり説示して、第７及び第８事件における被告人の各

行為は暴行に当たり、かつ正当行為には当たらないとした（〔〕内は当裁判所

による補足である。）。 

   第７事件について 

ア 第７事件の被告人の行為は、その状況やＧの動きを含めてみると、以下

のとおりである。 

  昼の給食時に園児が集まる部屋で配膳作業をする状況の下、盛り付け

作業を行う半袖姿のＧの左側から被告人が現れて横並びになり、Ｇが手

に持っていたしゃもじと茶碗を順に取り上げた後、ほぼ静止した立ち姿
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のＧの首元付近の着衣（胸ぐら）を右手でつかんで引っ張った。これに

よりＧの身体を被告人の背中側に移動させている。 

  の後、汁物を取り分ける作業中の被告人と机を挟んだ正面に位置し

ていたＧが、容器を持って汁物の盛り付けを待つ園児の列に並んだのに

対し、声掛けをした被告人が、作業を中断して反時計回りに机の反対側

のＧに近づき、ほぼ静止した立ち姿のＧの左袖を右手でつかんで引っ張

った。これによりＧは、自身の左側に身体を傾けて被告人と共に移動を

始めて、机を回り込んで被告人の元の位置辺りに達している。 

  に続いて、その位置辺りで取り分ける作業を再開していた被告人が、

机を挟んだ反対側に園児の列ができている状況の下、立ち上がって自身

の左側の空間を指さし、次にその列の中に含まれていた園児１名に左手

を伸ばして着衣をつかんだ後、その傍らにほぼ静止して立つＧの左肩辺

りの着衣を右手でつかんで引っ張り、指さした空間の辺りに引っ張られ

て移動してきたＧの背中を更に左手で押した。 

イ アの行為は、Ｇの身体に手で触れた上、その意思によらない身体の移動

を生じるに足る力を込めて有形力を行使するものであり、意思に基づく動

作を始めている相手方に手を添えて支えや促しをするものとみる余地もな

く、刑法２０８条の暴行に該当する。 

   ウ 被告人は、配膳時の危険除去等の正当な目的からアの暴行に及んでいる

が、その態様は、当時５歳という幼少のＧに対し、その着衣を乱しつつ、

姿勢を大きく崩しかねない程度の力を込めて不意に身体を移動させるもの

であって、成人であっても威圧され、屈辱を覚えるのが通常とみられるも

のである。幼少の園児に対しては、まずは口頭で適切な対処を促した上、

それが功を奏しない場合に園児の身体に手を添えるなどし、声掛けを続け

ながら望ましい動きを促す働きかけをすべきであるのに、〔被告人はＧに

対してそれらの働きかけをしておらず〕Ｇにそれらを試みることが不可能
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であったとか、それらを省略して威圧的な態様の行為に出ることが例外的

に許容されるほどの切迫した危険があったということはない。被告人のア

の暴行は、正当行為に当たるとして違法性が否定されるものではない。 

   第８事件について 

   ア 第８事件の被告人の行為は、その状況やＨの動きを含めてみると、以下

のとおりである。 

     ２階保育室内で机の上の鉛筆削りを触っていた半袖姿のＨのもとへ被告

人が近づき、その鉛筆削りを取り上げるとともに、ほぼ静止した立ち姿で

あったＨの着衣の左袖をつかんで引っ張った。これによりＨはそのまま室

外に連れ出されている。 

   イ アの行為は、Ｈの身体に手で触れた上、その意思によらない身体の移動

を生じるに足る力を込めて有形力を行使するものであり、刑法２０８条の

暴行に該当する。 

   ウ 被告人は、体操教室担当講師に対する最後の儀礼としての挨拶をＨに遂

げさせるという正当な目的からアの暴行に及んでいるが、その態様は幼少

のＨが威圧されかねないものである。〔前同様、幼少の園児に対しては〕

手順を追って働きかけをすべきであるのに、〔被告人はＨに対してその働

きかけをしておらず〕Ｈにそれを試みることが不可能であったとか、それ

を省略して威圧的な態様の行為に出ることが許容されるほどの危険があっ

たということはない。被告人のイの暴行は、正当行為に当たるとして違法

性が否定されるものではない。 

 ３ 以上の原判決の判断は、当裁判所も正当として是認できる。 

４ 所論は、幼児教育においては体の接触が不可避である上に、判断力に乏しい

複数の幼児に対して、常に説得による自主的行動を求めるのは保育士に不可能

を強いるものであり、被告人がＧ及びＨに対してした程度の行為は、社会通念

上、暴行には当たらず、保育行為として正当行為に当たるというべきであって、
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原判決の判断は保育園の実態を踏まえず法令適用を誤っている、という。 

しかし、原判決が摘示する２ ア及び２ アの各事実によれば、被告人の各

行為が所論のいうような幼児教育の性質から社会通念上暴行に当たらないと評

価されるようなものではなく、保育の上での正当な行為にも当たらないことは

明らかである。被告人の各行為がいずれも刑法上の暴行に当たり、かつ正当行

為に該当しないとした原判決の法令適用に誤りはない。 

第７ 論旨はいずれも理由がない。 

   よって、刑訴法３９６条により本件控訴を棄却することとし、主文のとおり

判決する。 

  令和４年１２月７日 

    福岡高等裁判所第２刑事部 
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